
１．近年の教育を取り巻く変化と今後の教育のあり方について 

         ～四日市市総合計画 中間見直しを見据えて～ 

 

（１）四日市市総合計画（2020⇒2029）構成と計画期間 

 令和２（2020）年度を初年度とした 10年間の四日市市総合計画の構成と計画期間は以

下のとおりの３層構造となっている。 

 

【四日市市総合計画（2020⇒2029）より抜粋】 

○基本構想…本市の将来都市像や基本目標を示すもので、10 年間のまちづくりの方向性

を明らかにするものです。【計画期間:令和２年度～令和 11年度（10年間）】 

 

○基本計画…将来都市像を実現するため、施策の方向性を示すものです。 

  ＜重点的横断戦略プラン＞【計画期間: 令和２年度～令和６年度（前半５年間）】 

   基本計画のうち、将来都市像の実現に向け、特に力を入れて取り組むべき課題

について、分野横断型の戦略プランとして重点的に推進します。 

  ※令和７年度～令和 11年度（後半５年間）については、これまでの取組や進捗

状況を十分検証し、社会情勢の変化等に応じた新たな重点的横断戦略プラン

を策定します。 

  ＜ 分 野 別 基 本 政 策 ＞【計画期間: 令和２年度～令和 11年度（10年間）】 

    市民の暮らしに関わるまちづくりの８つの分野において、着実に取り組むべき

政策を位置付け、さまざまな取組を推進します。 

   ※５年後（令和６年度）に、これまでの取組や進捗状況を十分検証し、社会情勢

の変化等に応じた見直しを行います。 

 

○推進計画…基本計画に掲げる施策の方向性に基づき、具体的な実施事業を示すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図：四日市市総合計画（2020⇒2029）の構成イメージと計画期間】 
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第 2回総合教育会議 【資料１】 
日時：令和 6年 1月 22日（月）13：00～14：20 
場所：四日市市役所 9Ｆ 教育委員会室 

 等 

（２）中間見直しの考え方 

中間見直しにあたっては、重点的横断戦略プランおよび分野別基本政策を対象に

見直しを行う。 

重点的横断戦略プランについては、計画期間が５年間（令和６年度まで）であるこ

とから、令和２年度～５年度前半までの取組を検証したうえで、令和７年度からの後

半５年間の取組の整理、具体的な事業構築を行い、新たな重点的横断戦略プランを策

定する。また、基本計画のうちの分野別基本政策については、計画期間が 10年間（令

和 11年度まで）であることから、社会経済状況の変化等を踏まえて必要に応じ見直

しを行う。 

 

（３）子育て・教育をめぐる変化 

  ① 新型コロナウイルス感染症の拡大 

学校の臨時休校、行事の中止や活動制限、長期間のマスク生活、対面交流 

の減少による子どものコミュニケーション能力や体力低下への懸念、また、経

済活動の停滞や、共働き家庭やひとり親家庭の増加など家族形態の多様化、地

域とのつながりの希薄化など、家庭を取り巻く環境が変化するなかで、家庭の

生活困窮をはじめ生活に不安や悩みを抱える家庭が子どもたちに与える影響

も少なくないと考えられる。そして、学校・地域・家庭各々の状況が変容する

なかで、これらの連携のあり方や取り組みにも影響を与えてきた。 

一方で、児童生徒１人１台端末の配備にはじまり、遠隔・オンライン教育な

どＩＣＴ等活用した教育のＤＸ化が加速された。 

 

② 教員の働き方改革のさらなる推進 

全国的な教員不足や教育的ニーズ・課題が多様化・複雑化するなかで、本 

市においては長時間勤務の教職員数の改善は図られてきているが依然として

多い。また、講師確保ができずに令和５年度より「よっかいち少人数学級」の

実施が不可になっている現状がある。 

教育・校務ＤＸの推進、ＳＳＷやＳＣをはじめとする多様職種からなる「チ

ーム学校」での指導・支援の強化、部活動の地域移行等を通じ、児童生徒への

より充実した学びの場の提供のみならず、教師が教師でなければできないこ

とに注力できる体制を整備し、教職の魅力の向上やその発信をあわせて進め

ていく必要がある。 

 

③ こども家庭庁の創設～「こどもまんなか社会」を目指して～ 

令和５年４月に施行されたこども基本法において、こどもの権利利益の擁

護、意見表明機会及び社会参画機会の確保などが求められている。令和５年１

２月にはこども施策を総合的に推進するためにこども大綱が閣議決定され、

基本的な方針とともに、主権者教育、いじめ・不登校、児童虐待、ヤングケア

ラー、こどもの貧困、こどもの居場所づくりなどを重要事項として位置づけて

教育施策との連携が求められている。     
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分野別基本政策と重点的横断戦略プランの関係 
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【分野別基本政策】 【重点的横断戦略プラン】 

※必要に応じて見直し 

 

 

この部分について、R７～R11

（後半５年間）分を策定 -2-



（４）子育て・教育に係る国の方針等 

①第４期教育振興基本計画（令和５年度～令和９年度）【令和５年６月１６日閣議決定】 

 

≪コンセプト≫ 

〇2040年以降の社会を見据えた持続可能な社会の創り手の育成 

・将来の予測が困難な時代において、未来に向けて自らが社会の創り手となり、課題解決などを通じ

て、持続可能な社会を維持・発展させていく 

・Society5.0で活躍する、主体性、リーダーシップ、創造力、課題発見・解決力、論理的思考力、表

現力、チームワークなどを備えた人材の育成 

〇日本社会に根差したウェルビーイングの向上 

・多様な個人それぞれが幸せや生きがいを感じるとともに、地域や社会が幸せや豊かさを感じられる

ものとなるための教育の在り方 

 ・幸福感、学校や地域でのつながり、利他性、協働性、自己肯定感、自己実現等が含まれ、協調的幸

福と獲得的幸福のバランスを重視 

 

≪今後の教育政策に関する基本的な方針≫ 

①グローバル化する社会の持続的な発展に向けて学び続ける人材の育成 

 ・主体的に社会の形成に参画、持続的社会の発展に寄与 

 ・「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善 

②誰一人取り残されず、全ての人の可能性を引き出す共生社会の実現に向けた教育の推進 

 ・個別最適・協働的学びの一体的充実 

・インクルーシブ教育システムの推進による多様な教育ニーズへの対応 

・ICT等の活用による学び・交流機会、アクセシビリティの向上 

③地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現に向けた教育の推進 

・持続的な地域コミュニティの基盤形成 

・コミュニティスクールと地域学校協働活動の一体的促進 

・当事者としての地域社会の担い手 

④教育デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進 

・DXに至る３段階（電子化→最適化→新たな価値（DX））第１から第２段階への移行の着実な推進 

・GIGAスクール構想、校務 DXを通じた働き方改革、教育データの分析・利活用の推進 

・デジタルの活用と併せてリアル（対面）も不可欠、学習場面等に応じた最適な組合せ 

⑤計画の実行性確保のための基盤整備・対話 

 ・学校における働き方改革、ＩＣＴ環境の整備 

・企業等多様な担い手との連携・協働 

 ・各関係団体・関係者（子供を含む）との対話を通じた計画等の策定等 

 

『新たな教育振興基本計画 【概要】 （令和５年度～９年度）』（文部科学省）より抜粋 

 

 

 

②こども大綱【令和５年１２月２２日閣議決定】 

  

『こども大綱説明資料説明資料』（こども家庭庁）より抜粋 -3-


